
                        主文
　　１　原告らの別紙行為目録１及び２記載の日時場所において採捕した琵琶湖に
生息するオオクチバス各１匹を生きたまま再放流したことについて，これを再放流
してはならないとの義務がないことの確認を求める訴えをいずれも却下する。
　　２　原告らの滋賀県条例第５２号滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関す
る条例のうち「琵琶湖におけるレジャー活動として魚類を採捕する者は，外来魚
（ブルーギル，オオクチバス，その他の規則で定める魚類をいう。）を採捕したと
きは，これを琵琶湖に放流してはならない。」とする規定部分の処分の取消しを求
める訴え及び同規定の無効確認を求める訴えをいずれも却下する。
　　３　原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
　　４　訴訟費用は原告らの負担とする。
                        事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
  Ⅰ　原告ら
  　１　主位的請求
　　　(1)　原告らが，別紙行為目録１及び２記載の日時場所において採捕した琵琶
湖に生息するオオクチバス各１匹を生きたまま再放流したことについて，原告らに
は，被告との間においてこれを再放流してはならないとの義務がないことを確認す
る。
　　　(2)　被告が制定した滋賀県条例第５２号滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正
化に関する条例のうち「琵琶湖におけるレジャー活動として魚類を採捕する者は，
外来魚（ブルーギル，オオクチバス，その他の規則で定める魚類をいう。）を採捕
したときは，これを琵琶湖に放流してはならない。」とする規定部分の処分を取り
消す。
　　　(3)　被告は，原告ら各自に対し，それぞれ金１０万円を支払え。
  　２　上記１(2)についての予備的請求
  　　　被告が制定した滋賀県条例第５２号滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化
に関する条例のうち「琵琶湖におけるレジャー活動として魚類を採捕する者は，外
来魚（ブルーギル，オオクチバス，その他の規則で定める魚類をいう。）を採捕し
たときは，これを琵琶湖に放流してはならない。」とする規定が無効であることを
確認する。
　Ⅱ　被告
　　１　本案前
　　　　原告らの上記１(1)，(2)及び２の請求にかかる訴えをいずれも却下する。
　　２　本案
　　　　原告らの請求をいずれも棄却する。
第２　事案の概要
      本件は，被告が，条例において，オオクチバス等の外来魚の再放流の禁止の
規定を定めたことについて，同規定は，立法事実が存在せず，また，釣り人である
原告らの権利を侵害する違憲・違法なものであると主張して，被告に対し，行政事
件訴訟法４条の「当事者訴訟」として，原告らが行ったオオクチバスの再放流行為
について，オオクチバスを再放流してはならないとの義務がないことの確認を，ま
た，主位的に同法３条２項の「処分の取消しの訴え」として，同規定部分の処分の
取消しを，予備的に同条４項の「無効等確認の訴え」として，同規定の無効確認を
それぞれ求めるとともに，上記規定や本件訴訟における被告の応訴態度によって精
神的損害を被ったなどと主張して，国家賠償法１条に基づき，上記精神的損害の賠
償を求めた事案である
。
  Ⅰ　争いのない事実等
    (1)　平成１４年１０月１６日，被告において，滋賀県条例第５２号滋賀県琵琶
湖のレジャー利用の適正化に関する条例（以下「本件条例」という。）が成立し
た。
    (2)　本件条例１８条は，外来魚の再放流の禁止として「琵琶湖におけるレジャ
ー活動として魚類を採捕する者は，外来魚（ブルーギル，オオクチバスその他規則
で定める魚類をいう。）を採捕したときは，これを琵琶湖に放流してはならな
い。」ことを定めている（以下「本件規定」という。）。
    (3)　本件条例は，平成１４年１０月２２日，滋賀県知事により公布され，本件
規定の施行日は，平成１５年４月１日と定められた（乙１）。



  Ⅱ　争点
  　１　原告らの別紙行為目録１及び２記載の各再放流行為（以下，同目録１記載
の各再放流行為を「各再放流行為１」，同目録２記載のそれらを「各再放流行為
２」という。）について，再放流してはならないとの義務のないことの確認を求め
る訴えの適否（確認の利益の有無）
  　２　原告らの本件規定部分の処分の取消し及び本件規定の無効確認を求める訴
えの適否（本件規定の制定行為の処分性の有無）
  　３　本件規定の適否
  　４　被告の国家賠償法１条に基づく責任の有無
　Ⅲ　当事者の主張
　　１　争点１について
　　（原告ら）
　　　(1)　原告らの各再放流行為１及び２について，再放流禁止が義務づけられな
いことの確認を求める訴えは，行政事件訴訟法４条にいう，公法上の法律関係につ
いて，本件規定上の禁止義務のないことの確認を求める当事者訴訟である。
　　　(2)　原告らは，キャッチ・アンド・リリース（魚を釣り上げ，釣り上げた魚
をその場所に返すこと。以下「再放流」ということもある。）を行う釣り人である
ところ，具体的・現実的に各再放流行為１及び２をした原告らと，釣り人に対して
これを禁ずる本件規定を定めた被告との間の具体的・現実的事件であり法律上の争
訟性を満たしている。
　　　(3)　また，本件規定を含む本件条例が存続する限り，原告らの各再放流行為
１及び２や将来の同様の再放流行為は，常に違法の評価がされることになり，これ
によって，外来魚の再放流を続けようとする原告らの釣り人としての憲法１３条に
基づく自己決定権が否定され，また，オオクチバスを食せず，殺生することなく再
放流するという同法１９条及び２０条に基づく思想的信条や宗教的信念とその自由
が侵害され続ける。このような原告らの憲法上の権利又は法的地位に対する不安・
危険を除去するためには，各再放流行為１及び２について，本件規定による再放流
の禁止が義務づけられないことの確認を求める利益がある。
　　　（被告）
　　　(1)　原告らの各再放流行為１及び２について，再放流禁止が義務づけられな
いことの確認を求める訴えの内容は，実質的には，単に本件条例の違憲・違法の確
認を求めるものに他ならない。
　　　　　したがって，同訴えは，いずれも具体的・現実的事件としての法律上の
争訟の存在を欠き，不適法である。
　　　(2)　原告らの各再放流行為１は，未だ公布も施行もされていない時点のもの
で，本件規定は適用されない。したがって，各再放流行為１について，再放流禁止
が義務づけられないことの確認を求める原告らの訴えは，訴えの利益を欠き不適法
である。
　　２　争点２について
  （原告ら）
    　　本件規定は，違反行為に対する行政処分は予定されていない特別な場合で
あるから，その施行によって，まさに釣り人として反復継続して琵琶湖でオオクチ
バス釣りを行う原告らの具体的な権利を制限し，再放流を禁止する義務を課すとい
う法律上の効果が生じる。このような規定を制定する行為は，それ自体通常の行政
処分と異ならないから，当該規定の制定行為を対象として，直接抗告訴訟を提起す
ることができる。したがって，本件規定の制定行為は，抗告訴訟の対象となる行政
事件訴訟法３条２項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」であ
る。よって，原告らの抗告訴訟はいずれも適法である。
    　　仮に，本件規定の制定行為が処分の取消しの訴えの対象に当たらないとし
ても，無効等確認の訴えとして認められる。
  （被告）
    　　本件条例は，本件規定を含め，住民の権利義務関係を一般的，抽象的に定
めるもので，これを制定する行為は，個人の具体的権利義務関係に直接の効果を及
ぼさない。したがって，本件規定の制定行為は，行政事件訴訟法３条２項及び４項
にいう「処分」に当たらないから，原告らの抗告訴訟は，いずれも不適法である。
　　３　争点３について
　　（原告ら）
　　　　本件規定は，以下のとおり違憲・違法である。



　　　(1)　立法事実の不存在
        ア　被告は，外来魚が増加し，在来魚を一方的に捕食して在来魚を減少さ
ているという立法事実に基づいて，在来魚の減少を阻止するという立法目的を実現
するために本件規定を制定したが，以下のとおり，上記立法事実には根拠がなく，
本件規定は，立法目的の合理性を支える立法事実がない。
　　　　　(ア)　オオクチバスは減少傾向にあり増加していない。
　　　　　　　琵琶湖では，環境負荷への増大に伴ってオオクチバスも在来魚と共
に減少しており，外来魚の絶対数が増加し，在来魚のそれが減少しているという事
実はない。
　　　　　　　在来魚とオオクチバスの減少率は比較的高く，ブルーギルの減少率
は比較的低いという琵琶湖の現状を踏まえれば，ブルーギルとオオクチバスとを区
別して科学的に検討する必要があり，単にオオクチバスとブルーギルを一括りに外
来魚に分類して，在来魚の相対的減少と外来魚の相対的増加という概括的な二元的
判断を行っても琵琶湖の実態を正確に把握することはできない。
　　　　　(イ)　在来魚の減少とオオクチバスの増加には因果関係がない。
　　　　　　　在来魚の減少は，主として，①　人為的な開発行為（琵琶湖総合開
発等）による在来魚の産卵場所の急激な減少，②　漁業技術の革新による在来魚の
乱獲，③　開発行為等による汚水，汚物，有害化学物質等の流入による水質悪化，
④　外来魚駆除事業等による巻き添え死滅という複合的要因による。因果関係は，
多様かつ複雑に形成されており，オオクチバスが在来魚を捕食するという単線的な
因果関係ではない。食物連鎖とは小型種から中型種，さらに大型種というような単
線的かつ一方的な捕食の連鎖ではなく，小型種の成魚が中型種や大型種の卵や稚魚
を捕食したり，在来魚と外来魚の異種間同士の捕食や，飽和絶滅を回避するために
外来魚同士が共喰いするなどの複合的な構造を有しており，昭和６１年から同６３
年ころにはオオクチ
バスがモロコやフナと共生していたこと，採捕したオオクチバスを開腹してもケイ
藻類しか出てこなかったという漁業関係者の証言も存することからして，オオクチ
バスが一方的に在来魚を捕食するという単純な食物連鎖論は成立しない。
　　　　　　　ブルーギルの増加は，ブルーギルが環境負荷に強い種であり，他の
魚類と比較して強い繁殖力を有していることの結果にすぎず，オオクチバスが在来
魚を捕食するという食物連鎖論とは何ら関係がない。
　　　　　　　被告は，本件条例成立の約１年前から滋賀県琵琶湖生態系検討会
（以下「生態系検討会」という。）や滋賀県琵琶湖生態系研究会（以下「生態系研
究会」という。）を諮問機関として設置したが，これらにおいても，琵琶湖の生態
系変化を推測する多種多様にわたる要因が指摘されるにとどまっており，その因果
関係を総合的に究明し，断定するまでの成果はなく，オオクチバス以外の考えられ
るべき諸要因に対する科学的な調査，分析は全く行われていない。
　　　　　　　また，被告が提出したオオクチバスの生息状況等に関する学術論文
等は，いずれも，オオクチバスの増加に関する科学的なデータがないなど，オオク
チバスの増加と在来魚の減少の因果関係を科学的に基礎づける資料とはいえない。
　　　　　　　漁獲量から魚の個体数や現在量を推定することはできないし，被告
が提出した近畿農政局滋賀統計情報事務所作成の漁獲量に関する統計資料（乙２１
の１）は，漁獲量の定義が明らかでないなど，在来魚及び外来魚の生息数の増減を
判断する資料足りえない。
　　　　　(ウ)　外来魚を「害魚」と断定する被告の思想自体が問題である。特定
の生物の生存自体については，その生態と生息環境等を科学的に検証し，生物学，
生態学，病理学などにより，共生不能かどうかを十分に検討する必要があり，外来
魚が在来魚を捕食するという一局面から，安易に善悪を判断するべきではない。上
記(イ)のとおり，オオクチバスはモロコ，フナと共生していた時期があり，共生不
能生物ではない。被告の思想は，外来魚を新たな資源とし，在来魚と外来魚を共生
させようとする人類の叡智と努力を否定する。
　　　　イ　規制手段の不合理性
      　　　本件規定は，以下のとおり，在来魚の減少を阻止するという立法目的
を達成するために選択した規制手段としての合理性を支える立法事実がない。
      　　　本件規定は，費用対効果の面で極めて不経済である。被告は，補助金
を支出して外来魚駆除事業を行っているが，これによる外来魚の回収量は多い年で
年間４０トンにすぎず，他方，キャッチ・アンド・リリースをする釣り人がリリー
スを失敗した場合のオオクチバスの死亡量はその２倍強の年間８０トンである。本



件規定は，湖岸に死魚を放置させ，湖岸の環境と衛生に大きな問題をもたらすこと
になるが，このような問題を回避するためには，回収箱，いけす，その他の施設や
設備，多数の監視員や指導員の配置などを整備する必要があり多額の予算措置を講
じなければならない。これは，駆除の効率からして極めて不経済で財政的に破綻す
る。
      　　　また，釣り人の動向調査によると，本件条例の施行により，約８割の
釣り人が，琵琶湖にオオクチバス釣りに行くことはしないとしている。釣り人のう
ちでブルーギル釣りを目的とする人は極めて稀で，ほとんどがオオクチバスのキャ
ッチ・アンド・リリースを目的としている。被告としては，補助金を支出せずに，
釣り人の協力を得て，駆除効果を上げる方策をとることが十分に考えられ，かつ可
能であるにもかかわらず，あえて釣り人の文化を否定して敵対することによって，
釣り人を琵琶湖から遠ざけ，リリースによる駆除効果を激減させている。
      　　　琵琶湖適正利用懇話会（以下「懇話会」という。）は，「琵琶湖にお
けるレジャー利用のあり方」の提言において，バスフィッシングへの対応について
リリースを明確に禁止する方向を打ち出すべきとするのが懇話会の大勢の見解であ
るとしているが，これは議会慣れした県職員や学者の会議運営の技術によるもので
琵琶湖利用者や関係者の意見を正当に反映したものではない。
      　　　したがって，釣り人が本件規定に従うことによって，外来魚駆除の効
果が見込まれるという被告の認識は誤っており，本件規定には，立法目的を達成す
るための実効性や効率性がない。
      (2)　法令違反等
      ア　憲法１３条違反
        　　キャッチ・アンド・リリースは，環境保全を重視し，魚類の棲み分け
と生息分布による生存調整に配慮して魚類資源の枯渇を防止するためのものとし
て，欧米では当然のこととされ，我が国でも定着されつつある。原告らは，この世
界的潮流に賛同して，キャッチ・アンド・リリースを自己の信条として魚釣りを楽
しむという幸福追求権，自己決定権（憲法１３条）という人格権を有している。本
件規定は，原告らの人格権を侵害する。
        イ　憲法１４条違反
        　　被告は，在来魚の減少の主たる原因である琵琶湖の環境負荷の増大に
対して，その除却及び改善措置を講じ，また，外来魚駆除事業等による大量の在来
魚の死滅に対して，同時に採捕した在来魚の再放流を行わせるなどの是正措置を講
じて，自己の行為責任及び監督責任を果たすべきである。しかるに，本件規定は，
再放流禁止のみを定めて，釣り人の権利を侵害している。本件規定は，原告ら釣り
人を不当に差別するものであり，憲法１４条に違反する。
　　　　ウ　憲法１９条及び２０条違反
　　　　　　原告らは，オオクチバスを殺生せず生きたまま再放流することを思想
的信条及び宗教的信念として，釣りをしている。本件規定は，原告らのその思想的
信条及び宗教的信念を否定して，その行動を規制するものであり，憲法１９条及び
２０条に違反する。
      エ　憲法２６条及び１３条違反
        　　全国の小学校においては，水槽で飼育される魚類を含む動物の飼育が
行われ，魚の虐待を禁止する教育がされている。外来魚を殺すことになる本件規定
は，教育理念の矛盾と退廃を生む結果となり，子供の学習権，幸福追求権，親の教
育権を侵害するものであり，憲法２６条及び１３条に違反する。
　　　　オ　公布行為の違憲・違法
　　　　　　滋賀県知事は，地方自治法１７６条１項の付再議権を有しており，独
自の判断で，議会が成立させた違憲，違法な本件条例の問題点を検討して，本件規
定を含む本件条例の違憲・違法性を認識し得たはずである。しかるに，同知事は，
これを看過して本件条例を公布した。したがって，本件条例の公布行為は，違憲・
違法である。
　　　　カ　「動物の愛護及び管理に関する法律」違反
　　　　　　被告は，「動物の愛護及び管理に関する法律」３条に基づき，外来魚
をみだりに殺すことを回避するための施策を本件条例に盛り込む義務があるにもか
かわらず，これを怠った。本件条例には，再放流禁止を釣り人に義務づけるだけ
で，再放流に代わる措置が全く規定されていない。本件規定は，釣り人が外来魚を
湖畔に放置することを予測あるいは奨励するものである。また，被告は，同法２３
条１項にいう採捕した外来魚の安楽死処理に関する規定も定めておらず，そのため



の予算措置も講じていない。本件規定は，上記各条項に違反する。
　　　　キ　「漁業資源保護法」違反
　　　　　　オオクチバスは食糧源として，ブルーギルは真珠養殖の宿主として，
いずれも漁業資源保護法に基づいて琵琶湖に移植された水産資源であり，漁業資源
保護法の保護を受ける。被告は，同法に基づき，オオクチバス及びブルーギルを水
産資源として保護培養し続ける義務があるにもかかわらず，これに違反して長年に
わたって駆除の対象とし，釣り人に対して水産資源を活用せずに殺して破棄するこ
とを奨励する本件規定を制定した。また，被告は，外来魚の安楽死措置の施設を設
置するなどを怠っている。本件規定は，同法５条及び６条等に違反する。
　　　　ク　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」及び「動
物の愛護及び管理に関する法律」違反
　　　　　　上記各法律によれば，野生傷病動物保護のための傷病野生鳥獣救護事
業について，国から日本獣医師会へ補助金が拠出され，傷ついた動物の保護がされ
ている。本件規定は，同じ生物の命を差別する結果となり違法である。
　　　　ケ　「生物の多様性に関する条約」違反
　　　　　　被告は，国と共同して，主権的権利に基づき，生物の多様性に関する
条約の生物資源としてオオクチバス及びブルーギルを琵琶湖に移植した以上，その
後も国と協力して外来魚を水産資源の保全及び持続可能な利用方法の開発を推進し
なければならない責任を負い，駆除のみを行うことは同条約に違反する。キャッ
チ・アンド・リリースは，同条約のいう生物資源の保全に貢献する行為である。こ
れを規制する本件規定は同条約に違反する。
　　　　コ　概念の不明確性
　　　　　　本件規定は，卵から稚魚へ，稚魚から成魚へという魚の成長過程のど
の段階を規制の対象としているのかについて言及されておらず，不明確である。ま
た，外来魚の名称だけを特定しているが，その名称と稚魚・成魚の写真を図解的に
示さなければ，禁止規範を遵守させる前提としての概念の明確性を欠く。本件規定
は，いわゆる「漠然性の故に無効の理論」により無効である。
　　　(3)　立法裁量の濫用
　　　　　上記(1)イのとおり，被告は，行政政策上の前提事実の認識を誤ったまま
立法裁量を濫用して本件規定を制定した。
　　　（被告）
　　　(1)　本件規定の適法性
　　　　　琵琶湖は，古琵琶湖の誕生から４００万年，現在の場所で深い湖となっ
てからでも３０数万年の歴史を有する世界でも有数の古代湖で，その長い歴史の中
で琵琶湖にしか生息しない５０種を超える固有種をはじめとする多様な生物で構成
される豊かで貴重な生態系が育くまれてきた。
　　　　　しかしながら，現在の琵琶湖は，沿岸域にブルーギル，オオクチバス等
の外来魚が在来種に優先して生息するようになり，生態系も外来魚優占のそれへと
変化し，琵琶湖固有の生態系を前提とした漁業や食文化等の存続すら危ぶまれる状
況になっている。外来魚の食性が在来種の生息に与える影響は極めて大きく，琵琶
湖固有の生態系を保全するためには，外来魚を駆除し，その生息量をできる限り少
なくする取組みが必要である。
　　　　　オオクチバスなどの外来魚の食害が在来種の減少に大きな影響を与えて
いることは，オオクチバスが在来種を一方的に捕食するという食性，オオクチバス
が体重１キログラム増長するために約１０キログラムの魚介類を捕食するという食
害の程度，フナやコイ等のオオクチバスの食害を受けやすい魚種の漁獲量がオオク
チバスが急増した昭和５８年ころから，スジエビやホンモロコというブルーギルの
食害を受けやすい魚種の漁獲量がブルーギルが急増した平成２年ころから急減して
いる事実から明らかである。
          本件規定は，琵琶湖固有の生態系の保全という目的に明らかに反する外
来魚の再放流を禁止するもので，琵琶湖の在来種の保護を図るための様々な取組の
一環として，必要かつ合理的な規定であって，何ら，違法違憲の点はない。
  　(2)　原告らの主張に対する反論
        ア　立法事実について
        　　被告は，外来魚が琵琶湖の固有の生態系に与える影響の大きさについ
て，学術的な調査等の科学的根拠に基づいて判断している。オオクチバスとブルー
ギルとを一括りに外来魚に分類して，概括的に判断したことはない。
        　　オオクチバスの食害性は，ブルーギルと比較しても格段に大きく，仮



にオオクチバスが減少しているとしても，引き続き駆除の対象とする必要がある。
オオクチバスは，オオクチバスの食害性が在来種に与える影響の大きさ，すなわ
ち，オオクチバスは，親が自らの卵や稚魚を強く守るためこれらが在来魚介類に捕
食されることはないが，外来魚は一方的に在来魚介類を捕食するという偏った関係
が存することが問題であり，その生息数が減少したからといって，その問題が解決
するわけではない。
        　　原告らが在来魚の減少の主たる要因とする事項は，科学的根拠に乏し
い独自の見解である。外来魚駆除事業は，古くから営まれてきた漁業の中で混獲さ
れた外来魚を駆除の対象として実施してきたものであり，これによって在来種が死
滅することはない。琵琶湖の漁業は伝統的な漁法により実施され，在来種の生息に
大きな影響を与えるおそれのある漁法等は滋賀県漁業調整規則等で制限されている
のであって，琵琶湖漁業の漁法が在来種の減少に大きな影響を与えることはない。
被告は，外来魚の増加のみを在来魚の減少の原因と考えているわけではなく，ヨシ
帯等の産卵，繁殖場所の減少や水質自浄能力の低下等の要因もあると考えており，
これらの要因に対する様々な取組を行っている。
        　　被告は，近畿農政局の統計の外来魚の漁獲量を用いて，外来魚の増加
を主張したことはない。フナ・コイ・ホンモロコ・スジエビ・アユ・ビワマスは一
定の社会的な影響を受けながらも根強い需要があり漁獲努力が続けられてきた魚種
であり，これらの魚種については，漁獲量の増減が生息数の増減を反映している。
        　　琵琶湖の在来種と外来魚は，進化の歴史を全く共にしておらず，外来
魚が琵琶湖固有の生態系に大きな影響を与えることなく共生することは困難であ
る。
        　　被告は，釣り人に対する啓発活動等を通じて，本件規定の実効性及び
効果を高める努力を行っており，立法事実の認識に誤りはない。
        イ　原告らの法令違反等の主張，立法裁量の濫用の主張については，いず
れも争う。
　　４　争点４について
  （原告ら）
  　　　前記３の原告らの主張のとおり，被告において制定された本件規定は，違
憲・違法である。また，被告は，本件訴訟の公開法廷において，本件規定が違憲・
違法であるにもかかわらず，本件条例は合憲かつ合法であり，原告らの各再放流行
為１及び２は違法である旨を主張し続けた。
  　　　原告らは，これらの被告の行為により，自らの各再放流行為１及び２が違
法であるという公的な評価を受け，それぞれ精神的苦痛を被った。
  　　　原告らが被った精神的苦痛に対する損害は，それぞれ１０万円を下らな
い。　したがって，原告らは，国家賠償法１条に基づき，上記損害の賠償を求め
る。
    （被告）
      いずれも争う。
第３　判断
  Ⅰ　争点１について
    １　原告らの各再放流行為１及び２は，いずれも過去の行為であり，当該行為
時点における義務の不存在確認を求めることは訴えの利益を欠くといわざるを得な
い。なお，各再放流行為１については，施行日前の行為であり本件規定による禁止
義務がないことは当然である。
    ２　原告らは，本件規定が存続する限り，原告らの各再放流行為１及び２や将
来の再放流行為について，常に違法の評価を受けることになり，原告らのキャッ
チ・アンド・リリースによって魚釣りを楽しむという釣り人としての自己決定権
（憲法１３条）やオオクチバスを殺生することなく再放流するという思想的信条，
宗教的信念の自由（憲法１９条，２０条）が否定され続けるから，このような原告
らの憲法上の権利又は法的地位に対する不安・危険を除去するために，各再放流行
為１及び２について，再放流禁止の義務がないことを確認する利益があると主張す
る。
    　　以上によれば，原告らは，過去のオオクチバスの再放流行為について，本
件規定による禁止義務を負わないことが確認されれば，今後も同様の義務を負わな
いことになるから，過去の事実であっても確認を求める利益があると考えるようで
ある。これを前提とすれば，原告らの主位的請求(1)は，現在本件規定による禁止義
務がないことの確認を求めるものとも解することができ，その確認の利益の有無に



ついては，通常の民事訴訟と同様，本件規定により原告らのどのような権利や法的
利益がどの程度制約され，その危険・不安を排除する必要性があるのかによって，
判断されることになる。
    　　前記第２のⅠのとおり，本件規定は，滋賀県内に存し，一般公衆の共同使
用に供される公共用物（自然公物）である琵琶湖において，レジャー活動として，
オオクチバス及びブルーギル等の外来魚を採捕した場合に，これを再び琵琶湖に放
流してはならない旨を定めたものである。このような個人のレジャー活動という私
的領域に関する事柄一般について，憲法１３条の基本的人権として保障される場合
があり，魚釣りを楽しむことがこれに含まれると解する余地があるとしても，それ
以上に，特定の公共用物において特定の魚類を採捕して放流するということまでを
も含むものではないし，また，同様に原告らの主張する憲法１９条及び２０条によ
って保障される具体的な権利又は法的利益であるということもできず，原告らの主
張する不安や危険は
，事実上の影響にすぎず，法律上のそれであるとは認められない。
    ３　したがって，原告らの主位的請求(1)は，いずれにしろ，いずれも確認の利
益を欠き，不適法である。
　Ⅱ　争点２について
　　　原告らは，被告に対し，主位的に本件条例のうちの本件規定部分の処分の取
消しを，予備的に本件規定の無効確認をそれぞれ求めている。
　　　これらの訴えは，いずれも，被告が行った本件規定の制定行為に対する抗告
訴訟（行政事件訴訟法３条２項及び４項）であるところ，このような地方公共団体
の条例の制定行為は，通常は，一般的・抽象的な規範を定立する立法作用の性質を
有しており，原則として，個人の具体的な権利義務や法的利益に直接影響を及ぼす
ものではなく，抗告訴訟の対象となる処分（同条２項及び４項）ということはでき
ない。もっとも，条例の形式をとっていても，他に行政庁の具体的な処分をまつま
でもなく，当該条例そのものによって，その適用を受ける特定個人の具体的な権利
義務や法的利益に直接具体的な影響を及ぼすという事情が認められる場合には，条
例の制定行為自体をもって，抗告訴訟の対象となる処分と解する余地もないではな
い。
　　　原告らは，本件規定は，それ自体によってキャッチ・アンド・リリースによ
って魚釣りを楽しむという釣り人としての自己決定権（憲法１３条）やオオクチバ
スを殺生することなく再放流するという思想的信条，宗教的信念（憲法１９条，２
０条）という憲法上の具体的権利を直接侵害するから，抗告訴訟の対象となると主
張する。
　　　しかしながら，前記Ⅰで示した本件規定の内容に照らせば，本件規定そのも
のが，原告らの主張する憲法上の権利等に重大な関わり合いをもつものとして，そ
の適用によって，これらの権利等に直接具体的な影響を及ぼすという事情は認めら
れない。
　　　したがって，本件規定の制定行為は，通常の立法作用として，抗告訴訟の対
象となる処分に当たらないから，原告らの上記主位的請求及び予備的請求は，いず
れも不適法である。
　　　なお，原告らは，本件規定の制定行為について，仮に，処分の取消しの訴え
の対象に当たらないとしても，無効等確認の訴えとして認められると主張するが，
抗告訴訟の対象となる処分といえるか否かについては，処分の取消しの訴えにおけ
るそれと無効等確認の訴えにおけるそれとに差異はなく，同主張を採用することは
できない。
　Ⅲ　以上のとおり，原告らの前記第１のⅠ１(1)及び(2)，２の請求にかかる各訴
えは，いずれも不適法であるから，却下を免れない。
　Ⅳ　争点３及び４について
　　１　被告の本件規定の制定行為について
　　　(1)　本件条例は，琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境の負荷を低減し，
琵琶湖の自然環境およびその周辺における生活環境の保全に資することを目的とす
るもの（乙１）であり，このような地方公共団体が制定する条例において，その地
域に存し，一般公衆の共同使用に供されてる自然公用のレジャー利用に関し，自然
環境等を保全するため，当該地方公共団体が行う施策として，いかなる基本方針や
規制，措置等を定めるかという事柄は，当該自然環境等の変化の状況，保全の必要
性やその程度，当該地方公共団体の諸施策との関係，利用者の動向，国などの環境
政策の情勢等を総合的に考慮して決定される極めて専門的，政策的な事柄であり，



被告の合理的な裁量判断に委ねられているというべきである。
　　　(2)　括弧内に掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められ
る。
　　　　ア　琵琶湖は，５０種以上の固有種を含む多様な動植物による豊かな生物
相を有し，これらの豊かな魚類等を対象に伝統的な漁具，漁法による漁業が営ま
れ，また，滋賀県の伝統的な食文化を支えていたが，昭和５８年ころからオオクチ
バスの，平成２年ころからブルーギルの生息数が急増し始め，平成６年及び同７年
に沿岸域でオオクチバス及びブルーギルの優占が，平成１２年及び同１３年ころに
もそれらの優占がそれぞれ確認され，また，平成１２年には，固有種を含む全５３
種の魚類が絶滅危惧種，絶滅危機増大種，希少種などの「滋賀県で大切にすべき野
生生物」に選定され，さらに，琵琶湖漁業においても在来種の漁獲量の低迷状態が
続くなど，本件条例が制定された平成１４年当時，琵琶湖は，在来種の生息数が極
端に減少し，沿岸域は
オオクチバス及びブルーギルが優占し，特に南湖では魚類相の単純化の進行が懸念
されるという，豊かで多様であった従来の生態系が危機的な状況に陥っていた。
　　　　（甲９，８０，９０，９９，乙２，１１，１２，１４，１６，２１の１，
２２ないし２４，３３，３６，４３ないし４６，８１，調査嘱託の結果）
　　　　イ　琵琶湖におけるオオクチバス及びブルーギルの食性等の調査結果，オ
オクチバスの稚魚期から成魚期の食性や環境順応能力等の特性，ブルーギルの稚魚
期から成魚期の食性，仔稚魚の初期減耗率やその生命力等の特性及び生態系検討会
の中間報告や生態系研究会の琵琶湖における魚介類の生息状況の変化とその要因に
関する報告からして，オオクチバス及びブルーギルによる在来種の捕食が在来種の
生息数の減少という琵琶湖の生態系の変化に大きな影響を与えていることは明らか
である。
　　　　（甲１０１ないし１０８，乙１１，１２，１４，１６ないし１８）
　　　　ウ　上記調査においてオオクチバスによる捕食が認められた魚類の中には
「滋賀県で大切にすべき野生生物」で絶滅危惧種に選定されたシロヒレタビラ，希
少種に選定されたビワヒガイ，要注目種に選定されたニゴロブナ，ホンモロコな
ど，分布上重要種に選定されたアユ，ハスが含まれている。
　　　　（乙３６）
　　　　エ　被告は，外来魚の生息数を減少させ，琵琶湖の生態系を保全するた
め，昭和６０年から県漁連が行っている外来魚駆除事業に対する補助や，外来魚の
持ち帰りのための啓発活動などを行うとともに，在来種の繁殖環境の整備や水質保
全の観点からの規制や対策を講じるなど，琵琶湖の生態系の保全について，種々の
観点からの施策を実施している。
　　　　（甲２，乙２５，４１，４２，５２）
　　　　オ　政府は，国の環境政策について，生物多様性の保全に関する外来種問
題を重点的取組事項とし，地域の実態に応じ外来魚の生息域・量の抑制を推進する
必要があるなどの，水産基本計画において，水域の生態系の保全の観点からオオク
チバスなどの外来魚の移植の制限やその駆除の推進等の措置を講じることなどの各
方針を示し，また，被告を含む多くの地方公共団体は，漁業調整規則によりオオク
チバスやブルーギルの移植の原則禁止を定めている。さらに，ユネスコの支援によ
り政府機関関係者及びＮＧＯの協力を目的として設立された自然環境保全に関する
活動を行う国際団体である国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）の種の保全委員会は，平
成１２年「世界の侵略的外来種ワースト１００」を発表し，オオクチバスをこれに
選定している。
　　　　（乙６ないし８，９の１・２，３７，４８，６７，６８）
　　　　カ　本件条例の要綱案について実施された滋賀県民政策コメント制度よる
意見募集においては，オオクチバス及びブルーギルの再放流禁止規定に対し，県民
等から賛否両論の意見が提出され，琵琶湖の利用実態を踏まえ，その適正な利活用
のあり方を検討するために設置された琵琶湖の利活用者を含む２４名の委員からな
る懇話会においては，外来魚の再放流につき，明確に禁止の方向を打ち出すべきで
あるとの意見が大勢であったなどを含む「琵琶湖におけるレジャー利用のあり方」
の提言が滋賀県知事に提出された。また，平成１２年度の滋賀県政世論調査におい
ては，外来魚対策に関する質問に対し，１位が「琵琶湖の生態系に関わる問題なの
で駆除すべきだ。」とする回答で６０．７パーセントを，２位が「釣り上げた外来
魚を回収する体制を
整えるべきだ。」で４２パーセント，３位が「外来魚の密放流防止の啓発を強化す



べきだ。」で４０．５パーセントをそれぞれ占めていた。
　　　　　　本件条例は，上記滋賀県民政策コメント制度による意見等の募集を経
て，平成１４年９月県議会定例会において可決成立し，被告は，本件規定の施行に
向けて，琵琶湖ルールの推進活動や外来魚回収施設の設置等の本件規定の実効性，
効率性を向上させるための準備を行った。
　　　　（以上につき，甲１１３ないし１１８，乙３２，５０，７６）
　　　(3)　以上の事実関係に照らせば，琵琶湖の本来の生態系を回復するために，
琵琶湖に生息する外来魚の絶対数を減らしていくことが不可欠であり，釣りという
レジャー活動の側面からも，本件規定を制定してオオクチバス及びブルーギルの再
放流を禁止する必要があるとした被告の判断は，十分な合理性があり，本件規定を
含む本件条例の制定にかかる被告の行為は，立法裁量の濫用などの事情もなく，適
法であると認められる。
　　２　原告らの主張について
　　　(1)ア　原告らは，ブルーギルと異なりオオクチバスは減少しているし，ま
た，在来魚の減少は，開発行為等による産卵場所の急激な減少，水質悪化などの複
合的な要因に基づくもので，オオクチバスの食害との間には因果関係がないとし
て，本件規定について立法事実が存在しないと主張する。
　　　　　　しかしながら，平成１４年当時，オオクチバスがブルーギルと共に琵
琶湖沿岸において在来種に優占して生息していたことは前記１(2)ア認定のとおりで
あり，オオクチバスが減少傾向にあることをもって，オオクチバスの琵琶湖の生態
系に与える影響を否定することはできない。また，原告らが主張する各要因のう
ち，在来種の減少に重要な関わり合いを有する事柄が含まれているとしても，前記
１(2)イ認定のオオクチバスの食性の調査の結果等に鑑みれば，オオクチバスの捕食
が在来種の減少に与える影響は大きく，この事実に本件条例制定当時の琵琶湖の生
態系の危機的状況や前記１(2)ウのオオクチバスの捕食が認められた在来種の生息状
況を併せ考えれば，オオクチバスの捕食による影響を軽視することは相当でない。
　　　　　　原告らは，オオクチバスと在来魚との共生は不可能ではないと主張す
るが，前記認定の本件条例制定当時の琵琶湖におけるオオクチバスと在来種の生息
状況からして，琵琶湖において，オオクチバスが在来種と共生して，従来の生態系
を維持，回復しうると認めることはできない。
　　　　　　原告らは，本件規定は琵琶湖から釣り人を遠ざけることになるから，
本件規定の制定により外来魚駆除の効果を見込めるという被告の認識は誤ってお
り，また，費用対効果の面からも極めて不経済であるなどとして，本件規定は規制
手段として不合理であると主張するが，被告の本件条例の施行に向けた琵琶湖ルー
ルの推進活動や外来魚の回収施設の設置，施行後の外来魚の回収状況（乙３２，５
０）からして，同主張は採用できない。
　　　　イ　原告らは，オオクチバスの生息状況等に関して被告が提出した学術論
文は，科学的なデータを欠きオオクチバスの増加と在来魚の減少との間の因果関係
を基礎づけるものではない，また，生態検討会及び生態研究会の各報告は科学的な
調査・分析を欠いている，懇話会の提言は琵琶湖利用者の意見を正当に反映したも
のではないなどと主張するが，上記各論文に引用されたオオクチバスの生息状況や
食性等に関する調査結果や生態検討会及び生態研究会の各報告内容について，その
採集データの客観性や信憑性を疑う事情は認められないし，また，懇話会の協議経
過（甲１１６ないし１１７）からしても，提言に示された意見の正当性を疑う事情
は認められない。
　　　　　　また，原告らは，近畿農政局滋賀統計情報事務所作成の漁獲量に関す
る統計資料（乙２１の１）は，漁獲量の定義が明らかでないなど，これによって在
来魚及び外来魚の生息数の増減を判断することはできないなどとするが，在来種に
関する漁獲量の全体的な推移を把握する上では，同資料における漁獲量の定義に不
明な点はなく（調査嘱託の結果），同資料に関する原告ら主張の諸事情は前記認定
を左右しない。
　　　(2)　また，本件規定が憲法１３条，１９条，２０条に違反しないことは前記
Ⅰ判示のとおりであり，この点に関する原告らの主張は認められない。原告らのそ
の余の法令違反等の主張は，いずれも的確な裏付けがなく採用できない。
　　　　　原告らは，被告が本件規定によって外来魚駆除の効果が見込まれるなど
の誤った認識を前提として，本件規定を制定しているなどとして，立法裁量の濫用
を主張するが，上記１(ア)のとおり，同主張は採用できない。
　　　(3)　原告らは，本件規定が違憲・違法であるにもかかわらず，被告が本件訴



訟において，本件条例を合憲かつ合法であり，原告らの各再放流行為１及び２は違
法である旨を主張し続けたことにより精神的苦痛を被ったと主張するが，本件規定
が適法であることは前記１判示のとおりであって，本件規定が違憲・違法であるこ
とを前提とする原告らの主張は，その前提において採用できない。
　Ⅴ　結論
　　　以上によれば，原告らの各再放流行為１及び２についてオオクチバスを再放
流してはならないとの義務がないことの確認を，主位的に外来魚再放流禁止規定部
分の処分の取消しを，予備的に同規定の無効確認を求める訴えはいずれも不適法で
あるから，これらをいずれも却下し，原告らのその余の請求は，いずれも理由がな
いから，これらをいずれも棄却することとして，訴訟費用の負担について，行政事
件訴訟法７条，民訴法６１条及び６５条１項を適用して，主文のとおり判決する。
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